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たも発電所のオーナーになりませんか？

キャンペーン！
先着5名様に限りャャャャャャャャャャャャャャャンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンペンンン ーンーンーンーンーンーンーンーンーンーンンンーンンンン！！！！！！！！！キャキャキャキャキャキャキャキャキャキキャキキキキキキキキキキキキ ペペペキャキャンャンペンペーペーンーン！
先着5名様に限り

2万円/KW キャッシュ
バック

（設置場所に制
限があります、お

問い合わせくださ
い）

広報にほんまつ 2013. ８

13

と
も
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
状
況
に
よ
り
手
当
を
受

け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　

福
祉
課
障
が
い
福
祉
係

　

☎（
55
）５
１
１
３

　

ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興
課

〜
現
況
届
は
お
早
め
に
〜

　

児
童
扶
養
手
当
、
特
別
児
童
扶

養
手
当
、
特
別
障
害
者
手
当
、
障

害
児
福
祉
手
当
の
い
ず
れ
か
を
受

給
さ
れ
て
い
る
方
は
、
毎
年
８
月

中
に「
現
況
届
」を
提
出
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す（
対
象
と
な
る
方
に

は
別
途
通
知
し
ま
す
）。

　

こ
の
届
け
を
提
出
さ
れ
な
い
場

合
は
、
８
月
以
降
の
手
当
が
支
給

さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　

子
育
て
支
援
課
子
ど
も
家
庭
係

　

☎（
55
）５
０
９
４

　

福
祉
課
障
が
い
福
祉
係

　

☎（
55
）５
１
１
３

　

ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興
課

　

所
得
の
申
告
時
に
障
害
者
控
除

を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
介
護
保
険

法
の
要
介
護
認
定
者
で
、
障
が
い

児
童
扶
養
手
当

　

ひ
と
り
親
家
庭
の
生
活
の
安
定

と
自
立
を
促
進
し
、
児
童
の
福
祉

の
増
進
を
図
る
た
め
手
当
を
支
給

し
ま
す
。

受
給
資
格

　

次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る

18
歳
に
達
す
る
日
以
降
最
初
の
３

月
31
日
ま
で
の
間
に
あ
る
児
童

（
心
身
障
が
い
児
は
20
歳
未
満
）を

育
て
て
い
る
父
母
ま
た
は
養
育
者

（
所
得
制
限
あ
り
）。

・
父
母
が
婚
姻（
事
実
婚
を
含
む
）

を
解
消
し
た
児
童

・
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

・
心
身
に
重
い
障
が
い
の
あ
る
父

ま
た
は
母
を
も
つ
児
童

・
父
ま
た
は
母
の
生
死
が
明
ら
か

で
な
い
児
童

・
父
ま
た
は
母
に
１
年
以
上
遺
棄

さ
れ
て
い
る
児
童

・
父
ま
た
は
母
が
１
年
以
上
拘
禁

さ
れ
て
い
る
児
童　
　

な
ど

※
公
的
年
金
の
受
給
な
ど
、
状
況

に
よ
り
手
当
を
受
け
ら
れ
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
手
当
を
受
け
る
に
は
申
請
が
必

要
で
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　

子
育
て
支
援
課
子
ど
も
家
庭
係

　

☎（
55
）５
０
９
４

　

ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興
課

特
別
児
童
扶
養
手
当

受
給
資
格

　

身
体
や
精
神
に
一
定
の
障
が
い

を
有
す
る
20
歳
未
満
の
児
童
を
育

て
て
い
る
父
母
ま
た
は
養
育
者
。

特
別
障
害
者
手
当

受
給
資
格

　

在
宅
の
著
し
く
重
度
の
障
が
い

を
有
す
る
20
歳
以
上
の
方
で
、
日

常
生
活
に
お
い
て
常
時
特
別
の
介

護
を
必
要
と
す
る
方
。

障
害
児
福
祉
手
当

受
給
資
格

　

身
体
や
精
神
に
重
度
の
障
が
い

を
有
す
る
20
歳
未
満
の
方
で
、
日

常
生
活
に
お
い
て
常
時
介
護
を
必

要
と
す
る
方
。

※
特
別
児
童
扶
養
手
当
、
特
別
障

害
者
手
当
、
障
害
児
福
祉
手
当

者
に
準
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
方
に

認
定
書
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

申
請
で
き
る
方

　

65
歳
以
上
の
方
で
要
介
護
１
以

上
の
方（
要
介
護
認
定
の
申
請
中

の
方
も
申
請
で
き
ま
す
）

申
請
の
必
要
が
な
い
方

・
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
の

方
、
療
育
手
帳
Ａ
を
お
持
ち
の

方
・
本
人
お
よ
び
扶
養
者
が
、
非
課

税
の
方
等
で
確
定
申
告
等
を
す

る
必
要
が
な
い
方

・
既
に
認
定
書
を
お
持
ち
の
方
で

認
定
区
分
等
に
変
更
が
な
い
方

申
請
の
方
法

申
請
は
随
時
受
け
付
け
ま
す
。

高
齢
福
祉
課
ま
た
は
各
支
所
に
備

え
付
け
の
申
請
用
紙
に
必
要
事
項

を
記
入
の
う
え
、
提
出（
郵
送
で

も
可
）し
て
く
だ
さ
い
。
調
査
を

行
い
、
認
定
書
を
交
付
し
ま
す
。

　

既
に
認
定
書
を
お
持
ち
の
方
は
、

内
容
に
変
更
が
な
い
限
り
、
毎
年

の
所
得
の
申
告
に
お
使
い
い
た
だ

け
ま
す
。
た
だ
し
、
障
が
い
が
軽

減
さ
れ
た
方
は
、
内
容
を
審
査
し
、

認
定
書
を
返
還
し
て
い
た
だ
く
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　

高
齢
福
祉
課
長
寿
福
祉
係

　

☎（
55
）５
１
１
４

〜
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
ご
案
内
〜

福
祉
サ

ビ
ス
等

福
祉
の
窓

各
種
手
当
等
を

ご
存
知
で
す
か
？

各
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
へ

要
介
護
認
定
者
へ｢

障
害
者
控

除
対
象
者
認
定
書｣

を
交
付


